
適時開示体制の概要

①TDnet、EDINETへの登録

②記者会見または資料投函　

③当社ホームページへの掲載

当社および子会社

発生事実決定事項 決算情報

報告
グループウェアによる
モニタリング

（総務部・経理部）

適時開示

開示の指示

開示情報取扱責任者・経営企画推進室
（内容精査・開示判断）

代表取締役社長
（開示の内容の確認・確定）

取締役会（決議）

開示情報取扱責任者

内容確定　報告

付議


